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   ◆ 被害

米な

日に体

すすめ
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● 対処

これは

日用品

を購入さ

・ 「無料

で、十

・ 万が

間は

・ 一人

活セ

発行： く
１００円の商品を買った後で、 

額な健康食品を契約させられた！

 

内容 ◆  【相談者 50 代女性】 

どが百円で買えるというチラシを見て仮設
かせ つ

店舗
て ん ぽ

に 4 回ほど通ったら、最後の 

にいい健康食品があるからと、別室に連れて行かれました。高麗
こうらい

人参液
にんじんえき

を 

られ、断りにくい雰囲気
ふ ん い き

の中で気づいたら３０数万円の契約をしていました。 

ため解約したいのですが・・・・。       （小矢部市、砺波市など県西部） 
 

方法 ●  

、「催眠商法」と言わ

や食料品を無料同然

せる手口です。 
・安い」といったセー

分気をつけてくださ

一、契約してしまって

無条件で解約できま

で悩まないで、早めに

ンターにご相談くださ

らしの安心ネットとや
ご相談は… 
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れ、安売りや宣伝を名目に人を集め、

で配るなどして、最後には高額な商品

ルストークには落とし穴がありますの

い。 
も、契約書面を受け取った日から 8 日
す。（クーリング・オフ制度） 
身近な人や市町村相談窓口、消費生

い。 

うまくいった！ 

ま (事務局：富山県消費生活センター )  

－９２３３ (消費生活相談)  ０７６－４３３－３２５２ (金融相談) 

６６-２５－２７７７ (消費生活相談・金融相談) 


